
議案第３７号 

 

木津川市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 

木津川市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例（平成２

７年木津川市条例第１５号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

木津川市長 谷口 雄一 

 

 

 

 

 

提案理由 

「介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正

する省令（令和６年厚生労働省令第６１号）」の公布により「介護保険法施行規則（平

成１１年厚生省令第３６号）」の一部が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行う

ものです。 

 

 

 

 

 

 



木津川市条例第   号 

 

   木津川市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条 

   例の一部を改正する条例（案） 

 

 木津川市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例（平成２

７年木津川市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第２条 地域包括支援センターには、次に

掲げる者を専らその職務に従事する常勤

の職員として置かなければならず、その

員数は、次の各号に掲げる者の区分に応

じ地域包括支援センターが担当する区域

における第一号被保険者の数がおおむね

３，０００人以上６，０００人未満ごと

に原則としてそれぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 （１）・（２） （略） 

（３） 主任介護支援専門員（介護保険

法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号。以下「法施行規則」という。）

第１４０条の６６第１号イ（３）に

規定する主任介護支援専門員をい

う。）その他これに準ずる者 １人 

 （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第２条 地域包括支援センターには、次に

掲げる者を専らその職務に従事する常勤

の職員として置かなければならず、その

員数は、次の各号に掲げる者の区分に応

じ地域包括支援センターが担当する区域

における第一号被保険者の数がおおむね

３，０００人以上６，０００人未満ごと

に原則としてそれぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 （１）・（２） （略） 

（３） 主任介護支援専門員（介護保険

法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号。以下「法施行規則」という。）

第１４０条の６８第１項に規定する

主任介護支援専門員研修を修了し

た者をいう。）その他これに準ずる



 

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件

その他の条件を勘案して特定の生活圏域

に一の地域包括支援センターを設置する

ことが必要であると地域包括支援センタ

ー運営協議会（木津川市地域包括支援セ

ンター運営協議会条例（平成２８年木津

川市条例第１７号）第１条に規定する地

域包括支援センター運営協議会をいう。

以下同じ。）において認められた場合に

は、地域包括支援センターに置くべき職

員及びその員数は、次の表の左欄に掲げ

る担当する区域における第一号被保険者

の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る者及び員数とすることができる。 

（略） 
 

者 １人 

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件

その他の条件を勘案して特定の生活圏域

に一の地域包括支援センターを設置する

ことが必要であると地域包括支援センタ

ー運営協議会（法施行規則第１４０条の

６６第１号ロ（２）に規定する地域包括

支援センター運営協議会をいう。以下同

じ。）において認められた場合には、地

域包括支援センターに置くべき職員及び

その員数は、次の表の左欄に掲げる担当

する区域における第一号被保険者の数に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める者及

び員数とすることができる。 

 

（略） 
 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


